
物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱 

令和６年１月４日 

要綱第１号 

改正 令和８年１月９日 要綱第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の５第１

項及び第 167条の 11第２項の規定に基づき、牟岐町が発注する物品の購入等の契約

に係る一般競争入札又は指名競争入札（以下「入札」という。）に参加する者に必要

な資格、資格審査の申請の時期及び方法等について定めるものとする。 

（入札に参加することができない者） 

第２条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。ただし、

町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 

（１） 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

32条第１項各号に掲げる者 

（申請書等） 

第３条 入札に参加する資格（以下「資格」という。）の審査を受けようとする者は、

一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書（様式第１号。以下「申請書」と

いう。）に次の各号に掲げる書類をそれぞれ１部添付して、町長が別に定める期間内

に、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたとき

は、この限りでない。 

（１） 経歴書（様式第２号） 

（２） 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては申請に係る営業を現にしてい

る旨を証明する書面 

（３） 使用印鑑届（様式第３号） 

（４） 印鑑証明書 

（５） 前条各号のいずれかに該当する者でないことを証明する書面 

（６） 貸借対照表及び損益計算書（個人であって青色申告をしていない者は、省略す

ることができる。） 

（７） 納税証明書 

（８） 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合にあっては、これらを受けている

ことを証明する書面の写し 

（９） 契約の締結につき支店、営業所等に属する者を代理人に選任する場合にあって

は、委任状（様式第４号） 



（10） その他町長が別に定める書類 

（資格審査） 

第４条 町長は、前条の規定により申請書等の提出を受けたときは、次に掲げる事項に

ついて審査する。 

（１） 営業年数 

（２） 従業員数 

（３） 営業実績 

（４） 自己資本の額 

２ 前項の規定による資格の審査により資格を有すると認められた者に係る入札参加

資格者名簿への登載は、前条ただし書の規定により申請書等が提出された場合を除き、

令和６年４月１日を最初の期日とする２年ごとの４月１日にするものとする。 

（変更届等） 

第５条 申請者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、直ちに、

一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請変更届（様式第５号。以下「変更届」

という。）に第３条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、町長に

提出しなければならない。 

（１） 住所若しくは所在地又は商号、名称、氏名若しくは代表者の氏名 

（２） 登録印鑑又は使用印鑑 

（３） 営業種目又は営業品目 

（４） 資本金 

（５） 特約店又は代理店契約 

（６） 契約の締結等につき支店、営業所等に属する者を代理人に選任した場合にあっ

ては、その支店、営業所等の所在地若しくは名称又はその代理人 

２ 申請者は、その営業を休止し、若しくは廃止したとき又はその休止した営業を再開

したときは、その旨を書面により町長に届け出なければならない。 

３ 町長は、第１項第４号に掲げる事項に係る変更届の提出を受けたときは、再審査を

行うものとする。 

（資格の有効期間） 

第６条 資格の有効期間は、第４条第２項に定める日から２年間とする。 

２ 第３条ただし書の規定により申請書等を提出し審査を受けた資格の有効期間は、前

項の規定にかかわらず、前項の期間の残存期間とする。 

（資格の取消し） 

第７条 町長は、第２条各号又は次の各号のいずれかに該当すると認められる者の資格

を取り消すことがある。次の各号のいずれかに該当する者を代理人、支配人その他の

使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。 

（１） 契約の履行に当たり、故意に製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質



若しくは数量に関して不正の行為をした者 

（２） 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若し

くは不正の利益を得るために連合した者 

（３） 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

（４） 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の２第１項の規定による監督

又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

（５） 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

（６） 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を

故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

（７） 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行

に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

（８） 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者 

２ 町長は、前項の規定により資格を取り消したときは、その者に通知するものとする。 

附 則 

この要綱は、令和６年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年１月９日から施行する。 


